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「市民の目フォーラム北海道」は、警察の様々な問題に関心のある幅広い市民が集まり、警察に関する情

報や意見を交換し、真に市民のための開かれた警察実現のために活動しています。 

 

 「警察崩壊」 ～つくられた“正義”の真実～ 

 「警察崩壊」～つくられた”正義“の真実～（4月 10日発売 旬報社）は、お陰様で多く

の方にお読みいただきました。この場をお借りして厚くお礼申し上げます。 

 これまで多くの方から書評をいただきました。 

紙面の関係ですべてをご紹介できませんがその一部をご紹介します。 

 

 裏金、冤罪、警官不祥事・・ （朝日新聞 5/17） 

2004 年に道警の裏金づくりの実態を公表して裏

金問題の解明に決定的な影響を与え、現在は警察

問題を考える「市民の目フォーラム北海道」代表を

務める著者が、「警察腐敗の実像」を明かし、改革の

方策を論じた告発の書である。道警釧路方面本部

長などを務めた著者は、自身の体験や数々の警官

の不祥事、統計をもとに、蔓延するあしき件数主義

や取り調べ偏重による捜査能力の低下、組織の存

在意義を取り繕う警備公安部門など、現場の問題

を暴露する。 

裏金問題では、組織的に続いてきた不正の土壌

と、上層部の関与や私的流用を否定し続けた道警

の責任逃れの姿勢を痛烈に批判。さらに真相隠しに

手を貸したとして形骸化した公安委員会や知事、議

会、マスコミなどの責任も追及する。 

著者は「自白偏重の人質司法」ともいわれる司

法制度全体の問題も指摘した上で、裏金、冤罪、警

官不祥事という 3 大腐敗にまみれた日本警察は

「崩壊したに等しい」と断罪する。 

民主党政権崩壊で頓挫した警察改革にも触れ、

信頼回復策として警察庁の権限縮小や市民による

警察管理委員会の設置など具体策を提言する。基

本的な法令から説き起こし、多くの事件や裁判事例

を交え展開される主張には説得力がある。 

 

市民のための改革提言 （北海道新聞 7/25中館寛隆氏） 

警察の不祥事が止まらない。2003 年に発覚し、

幹部らが返還に追い込まれた道警などの裏金問題

は記憶に新しいが、宮崎県警、岩手県警、熊本県警、

千葉県警など、不正経理の発覚はその後も続いて

いる。さらに冤罪事件、誤認逮捕、警官による犯罪

なども後を絶たない。 

著者は釧路方面本部長などを務めた道警の元幹

部。不祥事を隠蔽して終わらせようという姿勢に疑

問を持ち、04 年に記者会見を行い、道警が長年に

わたって裏金づくりに手を染めてきたことを告発し、

問題の解明に決定的な影響を与えたことで知られ

る。現在は「市民の目フォーラム北海道」の代表とし

て、警察の改革に向けた活動を行っている。 

本書は OB として警察の機構、組織の実態、法の

執行や捜査の問題点などを熟知する著者が、不祥

事が続出する警察の現状を厳しく批判する。国家

公安委員会の形骸化や、キャリア官僚の関与など、

不祥事の背景や原因を探り、改革の方途を提言し
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ている。 

そのなかで、本書が法の執行機関である警察の

致命的な問題として指摘するのは、コンプライアン

ス（法令順守）の欠如である。このことが警官個人

の犯罪にとどまらず、組織的な裏金システム、自白

偏重の違法ともいえる取り調べが招いた冤罪事件

など、不祥事を生む大きな土壌となってきた。 

一方で、現在警察官僚を中心に進められている

「改革」についても、本書は疑問を投げかける。具体

的には導入が期待されてきた取り調べの可視化だ

が、それと抱き合わせでプライバシーを侵すこと

が可能な「捜査手法の高度化」実現を狙っている可

能性もあるというのだ。 

「警察のための改革」ではなく「市民のための改

革」を、という本書の主張には耳を傾けるべきとこ

ろが多い。 

 

    原田代表全国市民オンブズマン大会で講演 

第 20 回全国市民オンブズマン京都大会が、「このままやったら、あきまへんどすなぁ議員さん」をテーマ

に龍谷大学深草キャンパス（京都市）で開かれ、全国から 230名の市民オンブズマンらが参加した。 

初日に行われた警察分科会には約 80人が参加。当フォーラムの

原田代表が「監視社会と警察」と題して講演した。 

原田代表の講演全文は 

http://www.geocities.jp/shimin_me/cefh1.htm#25.09.14 

講演の動画は 

http://www.youtube.com/watch?v=G78GUCDJ2xs&feature=youtu.

be 

 

  

平成 25年上半期 懲戒処分者数 

             北海道警察 堂々の？全国ワースト第２位 

7月 25日、警察庁が今年上半期（1～6月）の警察

官（一般職も含む）の懲戒処分者数を発表した。警

察庁によると、懲戒処分の内訳は免職 16 人（前年

同期比 15人減）、停職 51人（同 1人減）、減給 91人

（同 14 人増）、戒告 35 人（同 10 人減）となった。懲

戒処分者の総数は計 193人で、前年同期比で 12人

減だった。処分理由は、異性関係 61人（同 4人減）、

窃盗や詐欺など 29人（同 1人減）、公文書偽造など

24人（同 2人減）、交通事故・違反 17人（同 1人減）、

職務放棄など 17人（増減なし）。 

都道府県警別では警視庁が最多で25人、続いて

北海道警が 15人、埼玉県警と大阪府警がそれぞれ

14人、千葉県警 13人。 

警察官の定員は、警視庁約 4万 2千人、大阪府警

約 2万人、北海道警約 1万人、埼玉県警約 1万 1千

人、千葉県警約 9千 8百人である。これらの都道府

県警察について、定員 1 万人当たりで見ると、北海

道警が約 15 人で最も多く、埼玉、千葉県警が約 13

人、大阪府警は約 7人、警視庁は約 6人となる。 

 北海道警は、昨年 1年間では警視庁、大阪府警に

次いで全国ワースト第 3位だったが、今年上半期で

は全国第 2位に返り咲いた。 

 

何故、新人警察官の長男は自殺したのか 

愛知県警の現職警察官（警部補）が県警を提訴

 愛知県警の現職警察官（警部補）とその妻が、愛

知県警の警察官だった長男（当時 24 歳）が、平成

22年 11月 29日、勤務先の愛知県警中警察署のトイ

レ内でけん銃を使って自殺した問題で、長男が自殺

したのは上司のパワハラなどによるものだとして、

8月 26日、愛知県（県警）を相手に約 5,800万円の

http://www.geocities.jp/shimin_me/cefh1.htm#25.09.14
http://www.youtube.com/watch?v=G78GUCDJ2xs&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=G78GUCDJ2xs&feature=youtu.be


 

| 3 

損害賠償を求める訴訟を名古屋地裁に提起した。 

 原告の米山洋司さん（59 歳）は、現在、愛知県警

のある警察署の地域課に勤務する警察官（警部補）

である。妻洋子さん（58 歳）も、かつて交通巡視員

などとして愛知県警で勤務したことがある。洋司さ

んの父親も警察官だった。 

 

亡くなった長男雄司君（当時 24歳）は、平成 17年

4月、高校を卒業後、愛知県警に採用されたが 10月

に退職、翌年、大学に進学、大学卒業後の平成 22年

4 月、再び、愛知県警警察官（巡査）として採用され

た。平成 22 年 4 月、警察学校初任科（6 か月）の教

養訓練を終えて同年 10 月に中署に配置され、地域

課池田交番で実習、実習生として幹部らによる指導

を受けている最中であった。 

当時の中署の指導体制は、Ｙ地域課長（警視）が

教養指導者に指定され、実習生とともに勤務する

警部補以下の実習指導員がマンツーマンで指導が

行われていた。 

雄司君は池田交番の先輩のＡ巡査が実習指導員、

同交番主任Ｂ巡査部長、ブロック交番係長のＭ警部

補、課長代理のＳ警部が、それぞれ上司として勤務

していた。このうち、Ｂ巡査部長は当時 27 歳で、平

成 22年 9月に巡査部長に昇任、中署に赴任したば

かりであった。 

 

提訴に至った経緯 

 原告米山氏の要請で行われた中署や県警本部

地域総務課による調査でも雄司君の自殺の原因に

ついては納得のいく結果は得られなかった。そこで、

平成23年9月、原告は、Ｂ巡査部長を強要罪で名古

屋地検に刑事告訴した。（平成 24年 3月 16日不起

訴） 平成 23年 10月になり、県警本部監察官によ

る「米山巡査自殺事案に関する調査結果」の説明を

受けたが、米山夫妻からすると納得できるものでは

なかった。それによると、①米山巡査の自殺原因に

ついては、調査しても判然とせず不明である。前兆

の把握も認められない。②米山巡査に対する指導

は、各種規定に基づき実施されており、その中には

厳しい指導もあったが、それぞれ理由が存在し、や

みくもに叱責などが行われたわけではない。③Ｂ巡

査部長の指導手法について、その一部に不適切な

点があったが、全体としてはパワーハラスメントへ

の該当性は低いものと考える。④Ｂ巡査部長の叱責

及び退職願を書くように迫った行為には、その態様

において不適切な面が認められるが、違法又は著

しく不適切な指導として懲戒処分又は監督上の措

置に対象とするまでには至らない。⑤Ａ巡査による

腕立て伏せの指示については、適切とは言いがた

い。しかし、腕立て伏せが他の勤務員も一緒に実施

しているなど、それ自体が心理的、肉体的に著しい

負担になっていたとは判断できず、場所を除く手

段・方法において、違法又は著しく不適切であった

とは認められないことから、懲戒処分又は監督上

の措置の対象とするまでには至らない。 

 

被告職員の不法行為（訴状から抜粋）               

故雄司の自殺に関して 

故雄司を自殺に追い込んだ原因は、上記したＢ巡

査部長による執拗な「いじめ」「しごき」、個人的用

事での使い走り、執拗な「やめてしまえ」「警察には

必要ない」などという暴言等による故雄司の人格

の否定であることは明らかである。また決定的な

事件は、平成 22年 11月 29日の中署の地下におけ

る、閉鎖的空間内で、土下座をさせて、暴力、暴言を

繰り返し、「お前なんか死んでしまえ」などと、故雄

司を精神的に追い詰め、

追い込んだ結果である。そもそも、警察官の職務は、

法令、規則、通達等、職務内容がすべて規定されて

いるものである。Ｂ巡査部長による 4項記載の事実

は、これらの法令等に全く規定されておらず、法的

根拠のない違法な行為である。また 5項記載の辞

職の強要も、法令等によって認められておらず、違

法行為であることは明らかである。さらに 6項記載
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のとおり土下座させて、殴る、蹴る、「お前なんか死

んでしまえ」という暴言も、違法行為である。Ｂ巡査

部長によるこれらの違法行為によって、故雄司は精

神的に追い込まれ、発作的に自殺を選択したと十

分に思料できるところであり、上記Ｂ巡査部長の行

為と故雄司の自殺との間には因果関係がある。 

  

本件訴訟代理人は市川守弘弁護士（札幌市）である。市川弁護士は、平成 23年 2月、熊本県警機動隊員ら

によるいじめ自殺訴訟で原告（元県警剣道首席師範）を勝訴に導いたことで知られる。これを知った米山氏

が市川弁護士に相談、今回の提訴に至った。 

 提訴後、市川弁護士が司法記者クラブで記者会見を開き、訴状の

内容、提訴に至った経緯などについて説明した。会見にはこれまで

原告の相談にのってきた当フォーラムの原田宏二代表も同席した。  

原告は、「提訴することで長男は戻っては来ませんが、長男の死を

無駄にしないためにも、裁判を通じて長男の死の真相を明らかにす

ることが、幹部の在り方と警察の隠蔽体質を改めるきっかけになる

ことを祈って提訴に踏み切った次第です。」とするコメントを発表した。 市川守弘弁護士（左）と原田代表（右）  

不祥事続きの愛知県警 

愛知県警では、平成 20 年以降、懲戒処分者数が

増える傾向にあり、平成 24年中は懲戒免職者 6人

を含む 19人（前年比 11人増）を数えている。 

今年 2 月には、1991～2011 年の交通事故による

死者・負傷者数に計上漏れが発覚、ごく最近では、

機動捜査隊の 40 代の警部補が捜査費を横領（７

月）、豊田署の交番勤務の巡査部長らが勤務中に交

番で賭け麻雀（７月）、名東署の交番勤務の巡査部

長が飲酒運転の検査を怠った（７月）、一宮署の交通

課の巡査長が通勤手当を不正受給（７月）、第2交通

機動隊の巡査長が女性用下着を盗んだ（8 月）、知

多警察署長が署員とゴルフに行った帰りに飲酒運

転をした（8月）などの不祥事が続発している。 

警察庁によると、警察官の自殺は平成 24 年中に

全国で45人、平成20年度以降5年間では259人、

平均すると毎年全国で 51.8人の警察官が自殺して

いる。けん銃使用の自殺も 28件、平均すると 5.6件

もある。 

ちなみに、愛知県警では 10年間で27人が自殺し、

平成 19年には 5人、平成 21年と雄司君が亡くなっ

た平成 22年は 4人が自殺している。 

警察は階級社会である。警察官は上司の命令に

服従することが強く求められる。そのため、最近で

は組織内における幹部のパワーハラスメントが問

題になっている。その背景には、過剰な階級意識や

幹部枠の拡大による幹部の指導力の低下などがあ

るものと思われる。 

 また、「米山巡査自殺事案に関する調査結果」を

読んでも、雄司君の自殺の原因調査も形式的で、新

人警察官によるけん銃使用の自殺という重大な結

果を招いたにも拘わらず、直接指導に当たってい

たＢ巡査部長やＡ巡査は不問とされ、それを指導監

督するべき立場にあった警部補以上の幹部や警察

署長の責任も明らかにされていない。こうした警察

幹部の無責任さと隠蔽体質が変わらない限り警察

官による不祥事はなくならない。

 

  道警銃器対策課の違法なおとり捜査 再審請求 

   「恥さらし」（講談社）の稲葉元警部が新証拠 

 

アンドレイ氏が逮捕されたのは平成 9年 11月、同

氏が違法なおとり捜査などを理由に国賠訴訟を提

起したのは平成 17年 7月である。北海道警察（道警）

は「男性がロシア人だと立証

されていない」などと主張し

たことからその審理は大幅に

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=13l27be4u/EXP=1380610783;_ylt=A7dPeCBfIUlSWQkALkmU3uV7/*-http:/stat.ameba.jp/user_images/20120315/17/motorfan-i/2a/a4/j/t02200150_0451030811852987308.jpg
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遅れ、平成 21年 1月、札幌地裁による異例の中間判

決を経て、提訴から 4 年近くたってようやく本格的

な審理か始まった。そして、その判決が最高裁で確

定したのは本年 4月である。 

この事件では、逮捕現場には捜査協力者のパキ

スタン人Ｍがいたにもかかわらず、道警銃器対策課

は、その存在を隠蔽するため捜査員らに虚偽の捜

査報告書を作成させ、証人として刑事裁判に出廷し

た銃器対策課の捜査員らにはその旨偽証させた。

（偽証、虚偽公文書作成は起訴猶予） 

国賠訴訟判決は、銃器対策課の捜査員らによる

偽証について 50万円の損害賠償を認めながら、一

方ではおとり捜査の違法性は認めないという理解

に苦しむ判決だった。この間 16年間の歳月を要した。

その要因の大半は道警の隠蔽体質にある。 

道警が隠蔽したのはアンドレイ事件だけではない。

稲葉圭昭氏の著書「恥さらし」にもあるように、平成

12 年 4 月泳がせ捜査の名の下に行われた覚醒剤

130キロ、大麻 2 トンの密輸事件等、同氏が明らかに

した数多くの違法捜査を隠蔽した。 

同氏と筆者（原田宏二）は、これまで数回にわた

って弁護団（団長吉原美智世弁護士ら弁護人 37 人）

の会議に参加し、それぞれの立場で意見を述べて

きたが、アンドレイ氏は稲葉氏の供述書等を新証拠

として 9月 25日、札幌地裁にアンドレイ事件の再審

を請求した。 

 

弁護団が発表したアンドレイ氏のコメント 

 アンドレイ氏は、現在ロシアに在住しているが、銃刀法違反で有罪が確定

しているため日本に入国はできない。 

 当日、記者会見した弁護団は同氏のコメントを発表している。 

「日本は正義の国であってほしい。警察が無実の人を欺くようなことがあ

ってはならない。このようなことが二度と繰り返されず、私のような目に

遭う人が今後現れないことを望む。そして、今度の裁判では、この事件を正しく裁いてほしい。」 

 

稲葉氏が述べた違法捜査 

稲葉氏の供述署は、約 30 ページにわたり、当時

の道警銃器対策課の違法捜査の数々を明らかにし

ている。 

 その冒頭には、平成 21年 7月 31日、アンドレイ氏

に関する国家賠償請求事件の第一審（札幌地裁平

成 17年（ワ）第 1230号事件）における証人尋問期日

で、アンドレイ氏に対するおとり捜査事件について

証言したが、当時は受刑者の立場でもあり、仮釈放

の時期も迫っていたため、警察が組織を挙げて違

法捜査に関与していることまでは話すことはでき

なかったが、現在は刑を終え、社会に復帰したので、

アンドレイ氏に関する事件について、包み隠さず話

す、とある。 

 その上で同氏は、銃器対策課では組織的な違法

捜査が常態化していたこと、その背景には、過酷な

ノルマ主義があったこと、アンドレイ事件の違法捜

査や刑事裁判における偽証はすべて当時の課長以

下の幹部の指揮によるものであったことなど、当時

の幹部や捜査員の実名をあげて指摘している。 

そして、違法捜査の目的が裏金作りにあったこと

も明らかにしている。 

 

問われ続ける道警の隠蔽体質 

警察が抱える冤罪、警察官犯罪、そして裏金といった三大腐敗現象はいまだに解消されていない。これら

に共通しているのは警察のコンプライアンスの欠如と隠蔽体質だ。アンドレイ事件の再審が決定し、アンドレイ

氏の無罪が確定すれば、この事件も冤罪だったことになる。アンドレイ事件は、平成 4 年に警察庁のキャリア

官僚たちが、都道府県警察の実情を無視して展開した拳銃摘発のキャンペーン「平成の刀狩り」の一つの典
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型的な例に過ぎない。道警の 16 年前の違法なおとり捜査をはじめ、隠蔽してきた数々の銃器対策課の違法

捜査、さらにはその肝心な部分を隠蔽した組織的な裏金システムが、アンドレイ事件の再審請求を通じて再

び問われようとしている。道警は組織的隠蔽のツケを未だに払い続けているのだ。 

  相談談ＢＯＸ受理集計表（平成２5年 3回目）   

                                25.7.1～ 25.9.30 

  相 談 等 の 内 容 相 談 者 区 分 

手   段 メール 電話 その他 警察職員ＯＢ 一般市民 計 

警
察
関
係
の
相
談 

苦 情   （0)   (0)   (0)    (0)    (0)   (0) 

相 談 6  （22） 8 (44) 2  (7) 3  (9)  13 (64) 16   (73) 

要 望   (0)    (0)   (0)   (0)    (0)   (0) 

情報提供   (0) 1  (2)    (0)    (0)  １  (2) 1  (2) 

その他   (0)   (0)   (１)   (0)    (１)   (１) 

 
 その他の相談 ７ （17） 5  (13) １  (１) 2  (2)  １１ (29) 13 (31) 

  合 計 13 （39） 14 （59） ３  (9) 5  (11)  25 （96） 30 (107) 

 

最近の相談内容  

大阪府警や愛知県警で不祥事が続いたことから北海道以外の新聞社からの

取材、監視カメラ問題で北海道の月刊誌の取材、アンドレイ事件の再審請求に伴

い週刊誌からの取材など、マスコミ関係者からの取材等が多かった。 

なかでも、北方ジャーナルの小笠原淳記者による 特集 監視カメラ包囲網  

『「この人が犯人です」 コンビニのカメラが見た「ひき逃げ事件」の死角 』は、

特筆されるべき記事だ。「防犯」という大義名分の下、街中のいたるところに設置されている監視カメラ。監

視カメラはその設置や撮影された映像の提供に関する法的な根拠はない。そしてその映像は警察の犯罪捜

査に無原則に使われているのが現状だ。マスコミは警察から提供された監視カメラ映像を無原則に公開す

る。恐ろしいのは多くの国民がこうした監視カメラの運用の実態を知らないことだ。 

この記事はこうした実態を抉り
え ぐ り

出して国民に警鐘を鳴らしたものだ。 

ちなみに、ひき逃げの犯人だとされ札幌地検に送致された女性は、道路交通法違反（ひき逃げ）について

は、9月 26日付で不起訴になっている。 

 

「市民の目フォーラム北海道」では、警察の仕事に関する苦情や相談をいつでも受け付けています。 

相談は無料です。電話やメールで気軽にご相談下さい。秘密は厳守します。 

☎ 050-7524-8995  e-mail  shimin-me.forum@kpa.biglobe.ne.jp 

  

カンパのご案内  郵便局窓口やＡＴＭから送金できます。（送金手数料は無料） 

送金先 「市民の目フォーラム北海道」 

口 座 記号・番号 ０２７５０－６－４４０９３ 

ゆうちょ銀行に口座のない方は、払込取扱票をお送りします。 

事務局の方までお電話かメールでご請求下さい。 

皆様からの温かいご支援にいつも励まされています。ありがとうございます。 

mailto:shimin-me.forum@kpa.biglobe.ne.jp

